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と
ち
ぎ
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
就
職

支
援
合
同
面
接
会

▼
日
時
・
会
場
＝
①
７
月
20
日

（水）

午
後
１
時
～
４
時
・
新
宿
エ
ル
タ

ワ
ー
30
階
サ
ン
ス
カ
イ
ル
ー
ム

（
東
京
都
新
宿
区
）、
②
９
月
24
日

（土）
午
後
１
時
～
４
時
・
砂
防
会
館

（
東
京
都
千
代
田
区
）

▼
対
象
＝
平
成
29
年
３
月
大
学
・

短
大
・
高
専
・
専
修
学
校
等
卒
業

予
定
者
、
同
学
歴
の
卒
業
後
３
年

以
内
の
未
就
職
卒
業
者
、
お
お
む

ね
45
歳
未
満
の
同
学
歴
卒
業
の
若

年
者
な
ど

▼
参
加
企
業
＝
各
30
社
程
度

■
問
合
せ
＝
栃
木
県
労
働
政
策
課

☎
０
２
８（
６
２
３
）３
２
２
４

母
子
家
庭
な
ど
の
就
業
相
談

会▼
日
時
＝
７
月
20
日

（水）
午
前
10
時

～
午
後
３
時
（
正
午
～
１
時
を
除

く
）
▼
対
象
＝
県
内
に
住
む
母
子

家
庭
の
母
、
寡
婦
お
よ
び
父
子
家

庭
の
父
で
、
就
職
・
転
職
を
希
望

し
て
い
る
方
▼
会
場
＝
佐
野
駅
前

交
流
プ
ラ
ザ「
ぱ
る
ぽ
ー
と
』」

■
申
込
＝
７
月
13
日

（水）
ま
で
に
、

家
庭
児
童
相
談
室
☎

（２０）
３
０
０
２

※
託
児
あ
り
。
お
申
し
込
み
の
際
、

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く

現
地
調
査

　

県
で
は
、
土
砂
災
害
対
策
に
利

用
す
る
基
礎
調
査
を
実
施
す
る
た

め
、
土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く

現
地
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
に
伴
い
、
調
査
員
（
県
の

委
託
業
者
）
が
住
宅
等
の
敷
地
内

へ
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
期
間
＝
６
月
～
10
月

▼
調
査
区
域
＝
佐
野
市
全
域

▼
調
査
員
＝
㈱
建
設
技
術
研
究
所

※
調
査
員
は
、
県
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
行
し
て
い
ま
す

■
問
合
せ
＝
安
足
土
木
事
務
所

☎
０
２
８
４

（４１）
４
１
１
９

ア
ル
バ
イ
ト
の
労
働
条
件
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
！

　

ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
る
際
は
、

必
ず
労
働
条
件
を
確
か
め
ま
し
ょ

う
。
特
に
学
生
の
方
は
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
栃
木
労
働
局
雇
用
環

境
・
均
等
室

☎
０
２
８（
６
３
３
）２
７
９
５

※
夜
間
・
休
日
の
相
談
は
、
労
働

条
件
相
談
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

☎
０
１
２
０（
８
１
１
）６
１
０

市役所駐車場の利用案内　

■

問合せ＝財産活用課☎（２０）３０５０

　市役所には一般来庁者用の駐車場として地下駐車場、庁舎南側の市民広場駐車場があります。

平日の午前８時３０分から午後５時３０分までの開庁時間中は市役所にご用のある方が利用できますが、市

民広場駐車場は平日午後５時３０分以降と休日に一般開放を行っています。それぞれの駐車場の利用可能時

間は下表のとおりとなります。

平日 休前日 休日

地下駐車場※１ 午前８時３０分～午後５時３０分 ー

市民広場
駐車場

開庁時※２
（来庁者用）

午前８時３０分～午後５時３０分 ー

一般開放※３ 午後５時３０分～午後１０時 午後５時３０分～終日 終日

※１　地下駐車場の利用時間は３時間以内となります。

　　　３時間以上利用した方は、午後５時１５分までは１階総合案内、午後５時１５分以降は１階衛視室で

　　　認証を受ける必要があります。出庫は午後６時まで可能です。

※２　水曜日と金曜日の延長窓口の利用で来庁される方は市民広場駐車場を利用ください。

※３　イベント開催時は市民広場駐車場も一般開放しない場合がありますのでご了承ください。

【市民広場駐車場・地下駐車場の利用上の注意】

　駐車場に示された矢印に沿って通行してください。

※一方通行になりますので、逆走にご注意ください。

※駐車場内で発生した事故は自己責任となりますので、

　安全走行をお願いします。 ←

←
←←

←

↓市役所庁舎
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

市営バス「さーのって号」からのお知らせ　

■

問合せ＝交通生活課☎（２０）３０１４

●夏休み特別企画「夏休みこどもパスポート会員」の募集

　会員になると、期間中は市営バス「さーのって号」が乗り放題になるパスポートを発行します。

▼期間＝７月１６日（土）～８月３１日（月）

▼対象＝市内にお住まい、または市内の学校に通学している小学生・中学生・高校生

▼会費＝小学生　１，０００円、中学生・高校生　２，０００円

▼申込＝７月４日（月）より、交通生活課（５階）、各支所・田沼・葛生の各行政センターで受け付けます。

●市営バスの乗り方教室の開催

　町会、育成会、老人クラブや小中学校などの団体を対象に、市営バスの乗り方教室を随時開催します。

　参加者には市営バスの１日乗車券の引換券を配付します。ご希望の際は、交通生活課にご連絡ください。

●市営バスの団体利用

　市営バス「さーのって号」を、１０名以上の団体でご利用になる場合は、佐野市営バス葛生車庫まで事前に

ご連絡ください。佐野市営バス葛生車庫☎（８６）４０７１

●７月１日（金）から犬伏線１便（佐野駅行き）の時刻を改正します。

新しい時刻の詳細は各停留所時刻表または佐野市ホームページをご覧いただくか、

次の場所で新しい１便の時刻表をお受け取りください。

▼配布場所＝さーのって号車内、交通生活課、市役所総合受付（１階）、

　　　　　　各支所、各行政センターなど

市内のプールの営業について

【運動公園プール】

▲

期間＝７月２１日（木）～８月３０日（火）

　午前９時～午後６時　

▲

費用＝高校生以上３２０円、　

　中学生以下１００円、４歳未満無料

■

問合せ＝同公園管理事務所

　　　　　☎（２５）０４０３（月曜休館）

【中運動公園プール】

▲

期間＝７月１６日（土）～８月３０日（火）午前１０時～午後５時

▲

費用＝高校生以上２１０円、　中学生以下１００円、幼児無料（付き添い有料）　

　※７月１８日（月）は中学生以下無料開放　

■

問合せ＝アリーナたぬま☎（６１）１１５３（月曜休館）、同公園プール☎（８５）２１８０（プール開催中のみ）

第２次佐野市総合計画策定のための懇談会の開催　

■

問合せ＝広報広聴推進室☎（２０）３０３７

　第２次佐野市総合計画を策定するにあたり、広く市民の皆さんから意見・提案などをお聞きするため、各

地区で懇談会を開催しています。７月の開催は下記のとおりです。

　【界地区】７月４日（月）・界地区公民館、【犬伏地区】７月１４日（木）・犬伏地区公民館

　【堀米地区】７月２０日（水）・城北地区公民館、【旗川地区】７月２７日（水）・旗川地区公民館

　※時間は各日午後７時～８時３０分です。




